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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成26年8月7日(2014.8.7)

【公表番号】特表2013-530294(P2013-530294A)
【公表日】平成25年7月25日(2013.7.25)
【年通号数】公開・登録公報2013-040
【出願番号】特願2013-518491(P2013-518491)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｇ  59/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｇ  59/24    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年6月20日(2014.6.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６５】
　実施例：ＤＶＢＤＯ及びＤＩＢＤＯの加水分解安定性の比較
　ＤＶＢＤＯ又はＤＩＢＤＯ（０．２０ｇ）を、テトラヒドロフラン（５ｍＬ）中に溶解
させた。蒸留水（２．００ｇ）を添加し、この溶液を２０℃の温度で４時間攪拌した。４
時間のインキュベーションの後に、サンプルを滴定して、エポキシド当量重量（ＥＥＷ）
を決定した。ＥＥＷは、エポキシドを過剰の塩化ピリジニウムで誘導し、未使用の塩化ピ
リジニウムを、電位差終点決定を使用してメタノール性水酸化カリウムによって測定する
ことによって決定した。サンプルを２回分析した。ＥＥＷ値を使用して、ＤＶＢＤＯ及び
ＤＩＢＤＯ濃度を重量％で計算した。次いで、ＤＶＢＤＯ及びＤＩＢＤＯ濃度を、テトラ
ヒドロフラン－水処理に付さなかったＤＶＢＤＯ及びＤＩＢＤＯのものと比較した。その
結果、ＤＶＢＤＯ濃度は８％低下し、一方、ＤＩＢＤＯ濃度は３３％低下した。
以下に、本発明の関連態様を記載する。
態様１．（ａ）少なくとも１種のジビニルアレーンジオキサイド、（ｂ）少なくとも１種
のカチオン光開始剤及び（ｃ）少なくとも１種の環状エステル化合物を含んでなる光カチ
オン硬化性組成物。
態様２．前記ジビニルアレーンジオキサイドが６０％よりも大きい加水分解安定性を有す
る態様１に記載の組成物。
態様３．前記ジビニルアレーンジオキサイドが１種又はそれ以上の、ジビニルベンゼンジ
オキサイド、置換されたジビニルベンゼンジオキサイド、ジビニルナフタレンジオキサイ
ド、ジビニルビフェニルジオキサイド、ジビニルジフェニルエーテルジオキサイド及びこ
れらの混合物からなる群から選択される態様１に記載の組成物。
態様４．前記ジビニルアレーンジオキサイドがジビニルベンゼンジオキサイドである態様
１に記載の組成物。
態様５．前記ジビニルアレーンジオキサイドの濃度が約１重量％～約９９重量％の範囲内
であり、該少なくとも１種のカチオン光開始剤の濃度が約０．０５重量％～約２０重量％
の範囲内であり、そして前記環状エステル化合物の濃度が約０．９５重量％～約９８．９
５重量％の範囲内である態様１に記載の組成物。
態様６．少なくとも１種のカチオン光開始剤が、ジフェニル（フェニルチオフェニル）ス
ルホニウムカチオン；ビス［４－（ジフェニルスルホニオ）フェニル］スルフィドビスカ
チオン；トリフェニルスルホニウムカチオン；ヘキサフルオロアンチモネート（ＳｂＦ６
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－）アニオン；ＳｂＦｘ（ＯＨ）ｙ-（式中、ｘ＋ｙ＝６）アニオン；ヘキサフルオロホ
スフェート（ＰＦ６

－）アニオン及びこれらの混合物を含む態様１に記載の組成物。
態様７．前記環状エステル化合物がラクトン又はラクチドである態様１に記載の組成物。
態様８．前記環状エステル化合物がε－カプロラクトン、γ－カプロラクトン又はラクチ
ドである態様１に記載の組成物。
態様９．（ｄ）少なくとも１種の顔料物質、少なくとも１種のアルコール、少なくとも１
種のポリオール、少なくとも１種の反応性希釈剤、少なくとも１種の粘度調節剤、少なく
とも１種のオキセタン又はこれらの混合物を含む態様１に記載の組成物。
態様１０．前記少なくとも１種の顔料物質のｐＨが約４～約９である態様９に記載の組成
物。
態様１１．前記少なくとも１種の顔料物質が銅フタロシアニン青色顔料、二酸化チタン及
びこれらの混合物を含む態様９に記載の組成物。
態様１２．前記少なくとも１種の顔料物質の濃度が約１重量％～約８０重量％の範囲内で
ある態様９に記載の組成物。
態様１３．（ａ）少なくとも１種のジビニルアレーンジオキサイド、（ｂ）少なくとも１
種のカチオン光開始剤及び（ｃ）少なくとも１種の環状エステル化合物を混合することを
含んでなる硬化性組成物の製造プロセス。
態様１４．態様１に記載の組成物を硬化させた硬化製品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）少なくとも１種のジビニルアレーンジオキサイド、（ｂ）少なくとも１種のカチ
オン光開始剤及び（ｃ）少なくとも１種の環状エステル化合物を含んでなる光カチオン硬
化性組成物。
【請求項２】
　前記ジビニルアレーンジオキサイドが６０％よりも大きい加水分解安定性を有する請求
項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記ジビニルアレーンジオキサイドが１種又はそれ以上の、ジビニルベンゼンジオキサ
イド、置換されたジビニルベンゼンジオキサイド、ジビニルナフタレンジオキサイド、ジ
ビニルビフェニルジオキサイド、ジビニルジフェニルエーテルジオキサイド及びこれらの
混合物からなる群から選択される請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記ジビニルアレーンジオキサイドがジビニルベンゼンジオキサイドである請求項１に
記載の組成物。
【請求項５】
　前記ジビニルアレーンジオキサイドの濃度が１重量％～９９重量％の範囲内であり、該
少なくとも１種のカチオン光開始剤の濃度が０．０５重量％～２０重量％の範囲内であり
、そして前記環状エステル化合物の濃度が０．９５重量％～９８．９５重量％の範囲内で
ある請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　少なくとも１種のカチオン光開始剤が、ジフェニル（フェニルチオフェニル）スルホニ
ウムカチオン；ビス［４－（ジフェニルスルホニオ）フェニル］スルフィドビスカチオン
；トリフェニルスルホニウムカチオン；ヘキサフルオロアンチモネート（ＳｂＦ６

－）ア
ニオン；ＳｂＦｘ（ＯＨ）ｙ-（式中、ｘ＋ｙ＝６）アニオン；ヘキサフルオロホスフェ
ート（ＰＦ６

－）アニオン及びこれらの混合物を含む請求項１に記載の組成物。
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【請求項７】
　前記環状エステル化合物がラクトン又はラクチドである請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　前記環状エステル化合物がε－カプロラクトン、γ－カプロラクトン又はラクチドであ
る請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　（ｄ）少なくとも１種の顔料物質、少なくとも１種のアルコール、少なくとも１種のポ
リオール、少なくとも１種の反応性希釈剤、少なくとも１種の粘度調節剤、少なくとも１
種のオキセタン又はこれらの混合物を含む請求項１に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記少なくとも１種の顔料物質のｐＨが４～９である請求項９に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記少なくとも１種の顔料物質が銅フタロシアニン青色顔料、二酸化チタン及びこれら
の混合物を含む請求項９に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記少なくとも１種の顔料物質の濃度が１重量％～８０重量％の範囲内である請求項９
に記載の組成物。
【請求項１３】
　（ａ）少なくとも１種のジビニルアレーンジオキサイド、（ｂ）少なくとも１種のカチ
オン光開始剤及び（ｃ）少なくとも１種の環状エステル化合物を混合することを含んでな
る硬化性組成物の製造プロセス。
【請求項１４】
　請求項１に記載の組成物を硬化させた硬化製品。
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